
コンプライアンス体制

リスク管理体制

内部通報相談窓口の設置

コンプライアンスの推進

事業継続計画（BCP）

新型コロナウイルス感染拡大への対応

贈収賄・腐敗防止に関する企業方針またはコミットメント

長谷工グループでは、大震災その他自然災害発生時のグ
ループ各社の重要業務を明確にし、提供する“住まい”の安全確
保とともに、業務が中断しないこと、中断しても可能な限り短
い期間で再開することができる仕組み、また、従業員とその家
族の安全を確保したうえで、事務所や作業を速やかに保全し、
復旧活動・復旧支援に携わる従業員が自律的に行動すること
ができる仕組みを構築することを目的として、「事業継続計画」
を定めています。「事業継続計画」では、長谷工グループが事業

長谷工グループでは、新型コロナウイルスの感染拡大を受
け、2020年3月初旬より在宅勤務や時差出勤の推奨、出張や集
合して開催する会議体の自粛などの感染予防措置を講じた業
務運営を行っています。これらの対策は、2009年策定の「新型
インフルエンザ」に関する事業継続計画を準用し、対応を進め
ているものです。具体的には、当社社長を本部長とする「新型コ

活動を展開する拠点50㎞内の気象
庁地震観測地点において、震度6弱
を基準とする大きな地震が観測さ
れた場合（基準震度に満たない場合
であっても被害状況等による）、ま
た、地震以外の自然災害（暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、津波、噴
火等）についても、被害が甚大である場合は本部長の判断によ
り本事業継続計画を発動することと定めています。

ロナウイルスグループ対策本部」を立ち上げ、従業員とその家
族ならびにお客様への感染防止に取り組みつつ、優先業務の
仕分け、サプライチェーンの確保、ステークホルダーとの連携
強化、従業員の在宅勤務他就業環境整備等をすすめることで、
事業継続を図っています。

　長谷工グループでは、コンプライアンスの確実な実践を
重要な経営課題のひとつと位置づけており、これを推進す
るために「長谷工グループ行動規範」を定め、全役職員への
徹底を図っています。また、行動規範で示した基本姿勢を全
役職員へ徹底するべく、「長谷工グループ行動規範」及び行
動規範の各条項を解説した「長谷工グループコンプライア
ンスマニュアル」を含む「長谷工コンプライアンス規程集」
を全役職員に配布しています。
　「長谷工グループコンプライアンスマニュアル」では、具

体的に「業務上での各種法令等の遵守（入札談合、カルテル
の禁止他）」「不正行為の禁止（利益相反行為の禁止他）」「社
会規範の遵守（反社会的勢力への対応、公務員への贈答及び
接待他）」「社内規定の遵守（権限踰越行為の禁止、会社資産の
使用他）」等に関する遵守事項をまとめ、コンプライアンス
遵守の徹底並びに贈収賄・腐敗防止の徹底に努めています。
▶	「長谷工グループ行動規範」原文は、Webサイトに掲載し
ています。

https://www.haseko.co.jp/hc/csr/pdf/code_of_conduct_2.pdf

コンプライアンス／リスク管理体制

相談や法令違反行為等の通報のために内部通報相談制度
を設け、社内と社外を含めた窓口を設置しています。

❷	当社は、2005年4月より社長直轄の監査部を設置し、内部監査
に関する社内規程に従い当社グループ各部門における諸活動
が法令、定款、会社の規程・方針等に適合し、妥当であるものか
どうかを検討・評価し、その結果に基づき改善を行っています。

❸	当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢
力及び団体とは一切関係を持たず、これらの反社会的勢力及
び団体に対しては、毅然とした態度で組織的に対応します。

❶	当社は、企業の存立と継続のためにはコンプライアンスの
徹底が必要不可欠であるとの認識のもと、2003年4月に
「長谷工グループ行動規範」を制定し、全ての取締役、執行役
員及び使用人が法令・定款の遵守はもとより、社会規範を尊
重し、社会人としての良識と責任を持って行動するべく社
会から信頼される経営体制の確立に努めています。また、コ
ンプライアンスの向上にむけコンプライアンス室を設置し、
コンプライアンスに関する社内規程に従い、コンプライアン
スの推進・教育を行うとともに、コンプライアンスに関する

❶	当社は、様々なリスクに対して、リスク関連情報の収集
に努め、リスクの大小や発生可能性に応じて、リスク発
生の未然防止策や事前に適切な対応策を準備する事に
より、損失の発生を最小限にするべく、2006年4月に設
置したリスク統括部(2017年4月1日より「リスク管理
部」に改称)を中心に組織的な対応に取り組んでいます。

❷	具体的には、経営管理部門の各セクションが連携をとりな
がら職務の役割に応じて業務執行状況をチェックする体
制とし、さらに、監査部によるチェック体制を整えていま
す。業務執行の意思決定の記録となる稟議制度において
は、2002年4月より決定手続きを電子化する電子稟議シ
ステムを導入し、監査役及び経営管理部門がその内容を
常時閲覧、チェックできる体制を構築しています。

　当社では、役職員からの公益通報、ハラスメント及びコン
プライアンス全般に関する相談等を受け付ける通報相談窓
口をリスク管理部コンプライアンス室及び社外窓口として
法律事務所に設置しています。また、通報相談者の保護体制

　当社では、誠実かつ社会に貢献する企業活動を展開して
いくために、「長谷エグループ行動規範」を制定し、役職員の
基本的な行動の規範を定めています。本規範ならびにコン
プライアンスに関する基本事項の浸透を図るために、全役
職員に対して、『長谷工グループコンプライアンスブック』

❸	また、取締役会、経営会議、二つの業務執行会議である営
業執行会議及び技術執行会議へ付議される案件のうち多
数の部署が関わる案件、専門性の高い案件については、諮
問会議・委員会を設けることで、事前の検証を十分に行う
とともに、モニタリングが必要なものについては定期的な
報告を義務付けています。

❹	加えて、当社及びグループ全体のリスク管理体制の強化
を目的として、2006年5月に社長を委員長とするリスク
統括委員会を設置し、リスク管理に関する社内規程に基
づき、リスクの横断的な収集、分析、評価、対応を行ってい
く体制を整備しています。

を構築し、社員が通報相談しやすい環境を整備することに
より、不正行為等の早期発見・早期是正に努めています。

を配布するとともに、社内イントラを活用しコンプライア
ンス推進に関する定期的な情報発信を行っています。また、
全役職員から『コンプライアンス推進に関する確認事項』へ
の同意を得ることにより、コンプライアンス意識の喚起を
行っています。

●	良識と責任ある行動/法令等の遵守/人命の尊重/人権
の尊重/リスク顕在化の予防

●	各種業法の遵守/品質管理の徹底/安全管理の徹底/顧
客満足度の向上/独占禁止法等の遵守/不正競争の防止/
知的財産権侵害行為の禁止/贈収賄・腐敗行為の防止/
寄付行為と政治献金/適正な会計・税務処理/経営情報
の開示/反社会的勢力との関係断絶

●	新技術、新商品、新サービスの開発/顧客ニーズに応える
商品、サービスの開発・改善/環境保護活動/社会への貢献

当社は、企業の存立と継続のためにはコンプライアンスの徹底が必要不可欠であるとの認識のもと、「長谷工グルー
プ行動規範」を制定し、全ての取締役、執行役員及び使用人が、国内外問わず、法令・定款の遵守はもとより、社会規範
を尊重し、社会人としての良識と責任をもって行動するべく社会から信頼される経営体制の確立に努めています。

●	会社財産の管理と適正使用/会社情報の管理/個人情報
の管理/知的財産権の保全/情報システムの運用

●	前向きな企業風土の醸成/労働関係法令の遵守/労働災
害の防止と職場環境の保全/ハラスメントの禁止/政
治・宗教活動の禁止

●	株主権の行使に関する利益供与の禁止/利益相反行為
の禁止/インサイダー取引の禁止/背任行為の禁止/そ
の他の不正行為の禁止

グループ行動規範

行動規範

BCP訓練報告会の様子

信頼される組織風土
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